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第３回保健医療計画策定ワーキンググループ会議における主な議論について 

（開催日８月９日（水）） 

○ 医療従事者確保（薬剤師） 

分野 主 な 議 論 

医療従事者

確保 

（薬剤師） 

（１）施策の展開について 

・ 薬剤師のこれからの役割を踏まえ、患者・住民とのコミュニケーション能力を高

める研修を施策に盛り込めないかとの意見が出された。 

 ⇒資料４－２ ３ページ 

 「２ 薬剤師の育成・活用」に記載 

 

・ 薬剤師の役割が増加する中、絶対数が不足しているため、医師や看護師など薬剤

師以外の他職種からも薬剤師確保の重要性を訴え確保していくことができないか

との意見が出された。 

 ⇒資料４－２ ３ページ 

 「２ 薬剤師の育成・活用」に記載 

 

（２）コラムについて 

⇒資料４－２ ４ページ 

 「信頼できる「かかりつけ薬剤師」を探しましょう！」、「薬剤師によるドーピング

防止活動」、「チーム医療における薬剤師の役割」の内容を記載 
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１ 薬剤師数 

○ 平成 26 年（2014 年）末現在の本県の薬剤師数（免許所有者）は、4,256 人となっています。 

人口 10 万人当たり 201.8 人であり、全国平均の 226.7 人を 24.9 人下回っていますが、病院・

診療所に限定すれば、全国平均を上回っています。 

○ 平成 22 年（2010 年）と比較すれば、184 人増加していますが、「かかりつけ薬剤師・薬局」

の推進、在宅医療への参画、病院等の薬剤師業務の多様化などにより、さらなる薬剤師の確保が

必要となっています。 

○ 薬学部を持たない本県においては、新卒薬剤師を確保するため、薬学教育６年制で導入された

長期実務実習の受入先を数多く確保することや、実習の指導に携わる指導者の養成も必要となっ

ています。 

 

 

【表１】人口 10 万人当たりの業態別薬剤師数（免許所有者）の全国比較（平成 26 年） 

(単位：人) 

区 分 総 数 
内     訳 

薬 局 病院・診療所 その他※ 

長 野 県 201.8 120.3 44.9 36.6 

全   国 226.7 126.8 43.2 56.7 

全国との差 △ 24.9 △ 6.5 1.7 △ 20.1 

   ※ 大学の従事者、医薬品等企業従事者、行政関係者、無職、不詳 

（厚生労働省 ｢医師・歯科医師・薬剤師調査｣） 

 

 

【表２】県内薬剤師業態別薬剤師数（免許所有者）の経年比較     (単位：人) 

年  総 数 
内     訳 

薬 局 病院・診療所 その他※ 

平成 22 年 4,072 2,286 928 858 

平成 26 年 4.256 2.537 947 772 

増    減 184 251 19 △ 86 

   ※ 大学の従事者、医薬品等企業従事者、行政関係者、無職、不詳 

（厚生労働省 ｢医師・歯科医師・薬剤師調査｣） 

 

 

 

薬剤師 

 第１ 現状と課題 
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２ 薬剤師業務の高度化 

○ 医療技術の高度化、医薬分業の進展等に伴い、高い資質を持つ薬剤師養成のために、平成 18

年（2006 年）から薬学教育６年制が導入されました。 

○ 薬剤師は、薬の管理や調剤業務に留まらず、最適な薬物療法の提供や医療安全対策、訪問薬剤

管理指導など在宅医療への参画など、薬の専門家として、高度で多様な業務への対応と資質の向

上が課題となっています。 

○ 厚生労働省は平成 27 年（2015 年）10 月、医薬分業の原点に立ち返り、地域包括ケア等への

貢献や健康サポート機能の充実に向けて、すべての薬局を患者の服薬情報の一元的・継続的な把

握等の機能を果たす「かかりつけ薬剤師・薬局」へ再編するため、「患者のための薬局ビジョン」

を策定し、患者本位の医薬分業の実現に向けた道筋を示しており、このビジョンの実現に向け、

在宅医療の一翼を担う「かかりつけ薬剤師」が求められています。 

○ 病院薬剤師は、日々進歩する医療の高度化に対応し、チーム医療の中で「薬のスペシャリスト」

としての役割を果たすことが求められており、特定の医療分野等において高度な知識や技量、経

験を持つ専門・認定薬剤師の養成も課題となっています。 

 

【表３】県内の専門・認定等薬剤師数（平成 29 年 10 月現在）            （単位：人） 

総 数 
内    訳 

が ん 感染制御 精 神 妊婦・授乳婦 ＨＩＶ感染症 

55 14 24 ６ 10 １ 

                                        （薬剤師会調べ） 

    

【表４】認定実務実習指導薬剤師数（平成 29 年３月末現在）      （単位：人） 

区  分 総 数 うち 薬局 うち 病院 

認定実務実習指導薬剤師数 448 313 135. 

   （薬剤師会調べ） 
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１ 薬剤師の復職・就業支援 

○ 育児等で離職している病院・薬局等の勤務経験がある薬剤師の復職支援を促進するため、地域の

病院・薬局等と連携した研修や相談会を実施し、円滑な復職支援体制の整備を促進します。 

○ 県外の大学へ通学している新卒薬剤師や移住希望薬剤師の相談機会を設けるため、都心等の県外

においても相談会を開催し、県内への就業を促進します。 

 

２ 薬剤師の育成・活用 

○ 薬剤師会等関係団体と連携を図りながら、患者や地域住民とのコミュニケーション能力向上や医

療機関との連携強化につながる研修等を通じて薬剤師の資質向上を推進し、「かかりつけ薬剤師」

やチーム医療、災害時の対応など高度で多様な業務に対応できる薬剤師の育成を図るとともに、薬

剤師以外の医療従事者の負担軽減や安心安全な医療の提供のため、他職種の協力も得ながら薬剤師

を積極的に活用する体制を促進します。 

○ 薬剤師会と連携して、薬学生に対する薬局や病院の実務実習受入体制の確保及び実習指導薬剤師

の育成を図ります。 

 

 

 

 

 

区

分 
指 標 

現状 

（H29） 

目標 

（H35） 

目標数値 

の考え方 

備考 

（出典等） 

Ｓ 
薬局薬剤師数（人口

10 万人対） 

長野県 120.3 人   

全  国 126.8 人 

(H26) 

120.3 人以

上 

現状より増加

させる。 

厚生労働省「医

師・歯科医師・薬

剤師調査」 

Ｓ 
病院・診療所薬剤師数

（人口 10 万人対） 

長野県 44.9 人   

全  国 43.2 人 

(H26) 

44.9 人以上 
現状より増加

させる。 

厚生労働省「医

師・歯科医師・薬

剤師調査」 

Ｓ 
認定実務実習指導薬

剤師数 

448 人 

(H28) 
448 人以上 

現状より増加

させる。 
薬剤師会調査 

注）「区分」欄 Ｓ（ストラクチャー指標）：医療サービスを提供する物的・人的資源及び組織体制等を測る指標 

Ｐ（プロセス指標）：実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標 

Ｏ（アウトカム指標）：医療サービスの結果として住民の健康状態や患者の状態を測る指標 

  
 

※ 「２施策の展開」及び「３数値目標」については、12 月 21 日に開催される長野県高齢者プラン

策定懇話会における議論を踏まえ、変更する場合があります。 

 

第２ 施策の展開 

第３ 数値目標 
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「かかりつけ薬剤師」とは、 

○薬を安全・安心に使用していただくため、市販薬も含めた使用し

ている薬の情報を一元的に把握し、薬の重複や飲み合わせのほか、

薬の効き具合、副作用の有無などを継続的に確認します。 

○薬の飲み残しや飲み忘れなどを起こさないように、患者さんをサ

ポートします。 

○在宅で療養中の方にも自宅などにお伺いし、薬に関するサポート

やアドバイスを行います。 

○市販薬購入の際も、症状に適した商品をお探しします。 

○休日・夜間でも相談に応じます。 

 

 まずは１つの薬局を「かかりつけ薬局」と決めて、そこで信頼でき

る「かかりつけ薬剤師」を探しましょう！ 

 

 

 

 

 

風邪薬などの医薬品の中にはドーピング禁止物質を含

むものがあり、そのことを知らずに使ってしまったことに

よるドーピング違反事例が度々発生しています。 

長野県薬剤師会では、このようなスポーツ選手の“うっ

かりドーピング”を防止するため、「ドーピング防止ホッ

トライン」を薬剤師会内に設置して相談に応じたり、ドー

ピング防止のためのガイドブックをスポーツ関係者（体育

協会、スポーツドクター、競技連盟等）に配布したり、競

技会場に説明ブースを設置して啓発活動を行っています。 

また、（公財）日本アンチ・ドーピング機構が認定する

最新のアンチ・ドーピング規則に関する知識を有する薬剤師「公認スポーツファーマシスト」は県内

で 128 名（H29.6 現在）認定されており、スポーツ関係者と連携した活動を通して“うっかりドーピ

ング”防止に寄与しています。 

 

 

 

 

 

医療は日々進歩しており、その技術は増々高度で複雑化してきていることから、患者本位の最善の

治療を提供するためには、いろいろな職種がチームを組み、それぞれが専門性を発揮しながら連携し

て治療にあたることが重要です。 

この医療チームの中で、薬剤師は、薬の専門家として治療に参加し、病棟、外来、集中治療室、手

術室、そして在宅まで活動の幅を広げています。特に、がん化学療法や感染症対策をはじめ、様々な

分野において、学会などから「専門薬剤師」「認定薬剤師」として認められた薬剤師は、その治療に

深く関わり、より安全で効果的な薬物治療に貢献しています。 

信頼できる「かかりつけ薬剤師」を探しましょう！ 

薬剤師によるドーピング防止活動 

 

（競技会場における説明ブース） 

チーム医療における薬剤師の役割 


